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　春先は好天に恵まれ、清々しい五月晴
れが快い季節となりました。
　さて、農家の方々においては、田植え
や各作物の定植時期となり、肥料・農薬
の取り扱いが増えてまいります。
肥料・農薬は爆発物の原材料にもなりま
すので、保管管理には特段のご注意をお
願いいたします。
　つきましては、
○田畑への野積みはしない
○施錠設備の倉庫等へ保管する
○盗難発生時は警察へ通報する
　（能代警察署　52-4311）
　などを徹底して頂けますよう、重ねて
お願いいたします。

肥料・農薬の保管管理徹底を！肥料・農薬の保管管理徹底を！平成 26 年４月１日から、「印紙税法」が改
正されています。
１．「領収証」等の非課税範囲の拡大
　これまで、記載された受取金額が３万
円未満のものが非課税とされていました
が、平成 26 年４月１日以降、非課税範
囲が受取金額５万円未満のものまで拡大
されました。
２．「不動産譲渡契約書」や「建設工事請
負契約書」の印紙税軽減措置の延長及び
拡充
　軽減期間が延長されるとともに、契約
金額が１千万円超のものに適用されてい
た軽減範囲及び税額が、平成 26 年４月
１日以降、１千万円以下の一部にも適用
され、１千万円超のものは更に軽減され
ました。
　詳しくは、国税庁ホームページ
　　　　　（www.nta.go.jp）をご覧下さい。

【印紙税が変わりました】
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水瓶座（1・20〜 2・18）　楽しいことに縁あり。レジャーや飲み会などに誘われたら気軽に参加して。話題のプレイスポットにも幸運が


